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はじめに

―情報をめぐる政策と法
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情報・データ政策がすべての政策領域と融合

1. 多様な情報・データ流通の自由
• 表現の自由、知る権利

2. 情報・データの保護
• 個人情報
• プライバシー
• 営業秘密
• 知的財産権

3. 情報通信サービスの供給の確保
• 通信の秘密、通信の自由
• ユニバーサルアクセス
• 消費者保護

情報・データ政策の目標

人口減少、少子高齢化、グローバル化、
過疎化と過密化の進行……

社会的に必要な情報・データの生成
流通する情報・データの質の確保

保護すべき情報・データとは何か？
保護の実現・救済の方法

低廉・安全・機能のバランス
供給の負担の配分

情報・データ政策の課題

利活用の
ための保護

3

情報・データ政策の目標・課題



個人情報保護・プライバシー・通信の秘密

個
人
情
報
保
護
委
員
会

民間部門
公的部門

憲法
13条 幸福追求権
21条 通信の秘密
35条 住居等の不可侵の権利

条例

個人情報保護法（１～３章）
個人情報の保護に関する基本方針

監督

電気通信分野
総
務
省

監督

個人情報保護法（４～７章）

電気通信事業法上
の通信の秘密

行政機関個人情報保護法

国の行政
機関

総務省

情報公
開・個人
情報保護
審議会

報告等

開示答申

個人に関する情報をみだりに第三
者に開示又は公表されない自由

（最判平20.3.6）
プライバシー
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プライバシー



プライバシーの概念
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個人の私生活に対する国家権力の介入の制限
 憲法21条2項：通信の秘密
憲法35条：住居・書類・所持品について侵入・捜索・押
収を受けることのない権利

科学技術の発展に伴う、新たな私生活の侵害とその
危険
→私生活それ自体を内容とするプライバシー権の主
張

プライバシーの保障の広がり
 世界人権宣言12条：自己の私事（privacy）、家族、家庭若し

くは通信に対して、ほしいままに干渉されない権利
 比較憲法プロジェクト：167カ国の憲法・人権法がプライバ

シー・私生活の自由を明文で保障
 アメリカ・カナダ・日本：判例によってプライバシーを保障



私法上の人格権としてのプライバシー
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 私法上の人格権としてのプライバシー
 最判平成7・9・5判時1546号115頁（思想信条）

 表現の自由との調整
 東京地判昭和39・9・28下民集15巻9号2317頁（宴のあと事件）
 最判平成6・2・8民集48巻2号149頁（ノンフィクション「逆転」事

件）
 最判平成15・3・14民集57巻3号229頁（長良川事件）
 総合比較衡量、社会の正当な関心事

 肖像権
 最判平成17・11・10民集59巻9号2428頁
 受忍限度論、プライバシーへの合理的期待

 インターネット上の検索エンジンの検索結果の削除
 ＥＵの「忘れられる権利」はデータ保護法上の削除請求
 日本では、人格権侵害を理由とする仮処分による差止め
 最決平成29・1・31民集71巻1号63頁（前科）

比較衡量においてプライバシーの利益が上回ることが明らかであ
る場合は削除



公権力に対する防御権としてのプライバシー
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 公権力との関係に関する判例
 最大判昭和44・12・24刑集23巻12号1625頁（肖像）

 最判昭和56・4・14民集35巻3号620頁（前科）

 最判平成7・12・15刑集49巻10号842頁（指紋）

 最大判平成29・3・15刑集71巻3号13頁（ＧＰＳ捜査）

 プライバシーが強く保護されるべき場所や空間、個人の行動の継
続的・網羅的把握

 合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する
捜査手法であるＧＰＳ捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障
する重要な法的利益を侵害する

 検討

 情報の内容・性質、取得・利用・提供の目的・必要性等の総合的
衡量



自己情報のコントロール
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情報処理技術の発達、データバンク社会による人格的
生存への脅威

自分が特定の文脈で開示した情報の適正な利用、管理
を求める権利

 機微性の高い情報（思想・信条等）に限らず個人識別情報
（氏名・住所等）を含む

 早稲田大学講演会事件（最判平成15・9・12民集57巻8号
973頁）

 ベネッセ事件（最判平成29・10・23判時2351号7頁）

多様な社会生活に不可欠な「絆」としてのプライバ
シー（長谷部）



データ保護を求める権利とプライバシー
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 「私生活の平穏」と「データ保護の権利」の異同

 最判平成20・3・6民集62巻3号665頁（住基ネット事件）

 個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由

 情報漏洩等の具体的な危険の審査

 情報システム・情報ネットワークシステムにおける適正な構造の
確保

 実体的な条件の法定、適正手続の確保、保護を監督する組織の独
立性等、他の諸利益の調整は立法権の責務

欧州基本権憲章
７条（私的生活および家族生活の尊重）
あらゆる人は、私的ならびに家族の、生活、住居および通信を尊重される権利をもつ。

８条（個人情報の保護）
１ あらゆる人は、自らに関する個人情報を保護される権利をもつ。

２ 当該情報は、関係する人の同意にもとづいて、もしくは法の定める正当な理由にもとづい
て、特定された目的のために公正に処理されなければならない。あらゆる人は、自らに関する収
集された情報を入手する権利をもち、当該情報を修正させる権利をもつ。
３ これらの準則の遵守は、独立機関による統制に服するものとする。
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個人情報保護法制



個人情報取扱事業者の義務
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•利用目的の特定

•利用目的による制限

•適正な取得

•取得に際しての利用目的の通知・公表

•苦情の処理

•データの正確性、最新性の確保

•安全管理措置、従業者監督、委託先監督

•第三者提供の制限

•外国にある第三者への提供の制限

•第三者提供にかかる記録の作成等、
第三者提供を受ける際の確認等

•開示等に必要な手続等についての公表

•本人からの求めに対して開示、訂正、
利用停止等に応じる義務

個人情報

個人データ

保有個人
データ

特定された
目的への拘束

二次利用にとっての
障碍

事業者単位で第
三者提供を判断

「黙示の同意」等
同意への過重な負荷



公的部門における個人情報の保護

13 総務省資料



14 総務省資料



捜査関係事項照会問題
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法令に基づく個人情報の取扱いとされてきた

照会に対応する過程で取得した情報は保有個人デー
タではない→個人情報開示請求の対象外

電気通信ガイドラインは通信の秘密に属する事項に
ついては照会に対する提供は不適当と説明

ＥＵ十分性決議においてこの点は重視（116,129）

広汎な個人データを取り扱う企業が、透明性レポー
トの取り組みは求められる

捜査関係事項照会による情報の取得、管理の両面で、
一定の規律が必要

公的部門に対する独立かつ実効的な監督の必要



16 IT連資料16



「情報銀行」の試み

17 IT連資料

本人のコント
ローラビリ
ティの確保

情報銀行の第
一次的責任、
データ倫理審
査会による信
頼の創出
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現状と課題

パーソナルデータの流通・利活用を進めるために、
本人のコントロールを確保する必要がある点に認識
が深まってきている

「同意」の客観化（情報の性質や文脈）
→GDPRにおける「契約」「正当な理由」等による
正当化と、同意を超える保護の要請

利活用を見据えた流通促進とデータ生成（取得）は
道半ば

公的部門における取扱い、民間部門・公的部門の間
のデータの移動に対する規律の明確化が必要

情報・データ流通の担い手の「信頼」の創出が鍵
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通信の秘密の保護
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総務省資料



通信の秘密と個人情報の保護
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22 総務省資料
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総務省資料



プラットフォームサービス研究会中間報告書案
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① プラットフォームサービスは新たな
サービスの創出を促し、イノベーション
を促進するための社会基盤として今後更
に重要な役割を果たしていくと考えられ
ることから、利用者情報以外の情報も含
めた自由なデータ流通の確保を図ること
により、プラットフォーム機能による
ユーザの便益の最適化が図られること

② 一方で、プラットフォーム機能が十
分に発揮されるようにするためにも、利
用者が安心してサービスを利用できるよ
う、利用者情報の適切な取扱いを確保す
ること

③ 自由なビジネス環境の実現を通じた
イノベーションの促進と利用者のプライ
バシー保護とのバランスを確保すること

基本的視点

１．利用者情報のグローバルな
流通の進展に対応するための規
律の適用の在り方

２．電気通信サービス・機能と
プラットフォームサービス・機
能の連携・融合等の進展に対応
するための規律の適用の在り方

３．プラットフォーム事業者に
よる、規律に従った適切な取扱
いを確保するための方策の在り
方
４．欧米におけるプライバシー
保護法制を始めとする国際的な
プライバシー保護の潮流との制
度的調和に係る政策対応

利用者情報の適切な取扱いの確保
に係る政策対応上の主要論点



利用者情報のグローバルな流通の進展に対応す
るための規律
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今日国外のプラットフォーム事業者のプレゼンスが増大し、多くの利用者が
これらの事業者が提供するプラットフォームサービスを利用している状況や国
外のプラットフォーム事業者による利用者情報の大量流出事案が相次いでいる
状況に鑑みると、国外のプラットフォーム事業者による利用者情報の適切な取
扱いの確保がなされなければ、利用者が安心してサービスを利用することがで
きなくなり、ひいてはプラットフォームサービスに対する利用者の信頼の確保
が図られず、プラットフォームを通じた多様なサービスの普及による電気通信
の健全な発展と国民の利便の確保に支障が生じ得ると考えられる。

したがって、我が国の利用者を対象にサービスを提供する場合には、提供主
体が国内か国外かに関わらず等しく利用者情報及び通信の秘密・プライバシー
の保護に係る規律を適用することにより、我が国の利用者の利用者情報の適切
な取扱いが確保されるようにすることが適当である。

また、国内外の事業者間の公平性を確保し、イコールフッティングを図る観
点からも、国内か国外かに関わらず、利用者情報及び通信の秘密等に係る規律
が等しく適用されることが適切であると考えられる。

具体的には、国外のプラットフォーム事業者が、我が国の利用者を対象とし
て電気通信サービスと同様の、又は類似したサービスを提供する場合について
も、電気通信事業法に定める通信の秘密の保護規定が適用されるよう、法整備
を視野に入れた検討を行うとともに、併せてガイドラインの適用の在り方につ
いても整理することが適当である。



電気通信サービス・機能とプラットフォームサービス・機
能の連携・融合等の進展に対応するための規律
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また、ガイドラインの適用関係等の明確化に関して、端末情報を行動ターゲティング
のために取得・利用する手法としては、広告事業者等がウェブ上の行動履歴を把握・分
析するために利用するサードパーティクッキー等の仕組みがあり、それぞれの技術的特
性や利用実態も異なることから、現状では、これらが一律に電気通信事業者の取扱中に
係らない行為とは言い切れないが、今後更に技術的特性や利用実態の把握を行い、明確
化を図っていくことが適当である。

他方、利用者の端末情報の適切な取扱いを確保することにより、利用者が自らの端末
を用いて安心して通信サービスを利用できるようにすることは重要と考えられる。すな
わち、利用者の端末情報が、OS事業者、通信事業者、プラットフォーム事業者、アプリ
事業者等によって、利用者の意思に反して取得・活用されているとすると、通信の秘密
の対象であるか否かに関わらず、プライバシー上の適切な保護を検討する余地が生じ得
るところ、端末情報の適切な取扱いの確保のための具体的な規律の在り方については、e
プライバシー規則（案)の議論も参考にしつつ、今後引き続き検討が必要と考えられる。
なお、M2M（Machine-to-Machine）通信、すなわちモノとモノとの間のデータのやり
とりも今後飛躍的に増大すると想定されるが、これらM2M通信の中には利用者のプライ
バシーに直接に関わらないものもあり得るところ、M2M通信への通信の秘密に係る規律
の適用の在り方についても検討することが適当である。

脚注14) 検討アジェンダ（案）の提案募集において「Web等のターゲティング広告
に係るアクセス履歴の取得に対する規制は、･･･（中略）･･･通信の端点で得られている
だけの履歴を通信の秘密として拡大解釈することは避けるべき。通信の秘密侵害は直罰
が科される重罪であり、単なるWeb等の履歴の取扱いにすぎないものには馴染まない。
仮に辻褄合わせのために通信の秘密に係る規制を緩めた場合、厳格に捉えるべき本来の
通信の秘密概念を形骸化させることになりかねない」との意見が寄せられており、こう
した意見にも留意することが望ましい。
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結びに代えて



個人情報保護とプライバシー

プライバシー＝私生活上の自由・平穏を内容
とする基本的人権

個人情報保護＝事業者による個人情報の取扱
いに対する行政規制

データ保護の局面では、両者は重なり合う
→分野横断的・手段的な保護の側面
背後にある実質的文脈・関係を問う必要

プライバシーは情報の内容・性質・文脈等に
応じ保護の要請が変化、自己情報のコント
ロールを求める

個人情報保護法制は、個人情報の有用性・行
政の適正・円滑な運営とのバランスを取る一
般的規制
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民間の積極的取組
を支援する仕組

認定個人
情報保護
団体制度
の利活用
（共同規
制化）

次の個人情報保護法改正の論点
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「補完ルール」の
立法的裏付け明確化

ePrivacy Rule
への対応

国際的調和への継続的取組

個人識別符号等
の見直し

データポータビリ
ティ

プロファイリ
ング

2000個問
題への対応

公的部門
への監督

委員会の体制・執行権限強化
（課徴金制度）

保護強化のための
ルール・体制



法秩序全体を見通す必要性
 個人の人格尊重の理念（憲法13条、個人情報保護法３条）に立った

法制全体の発展が必要

 そもそも自己情報コントロールに立っていない個人情報保護法を、
プライバシー法へと強化するか？逆に、データ保護法として位置づ
けた上で、他の法律による充実を図るか？

 個人情報保護委員会が、司令塔としてプライバシー政策をも所管す
べきか？あるいは他の重要会議？

 電気通信分野と個人情報保護法、医療・介護分野と個人情報保護法

帝国型

• 個人情報一般の枠内で
医療情報の特殊性を考
慮

連邦型

• 個人情報一般の取扱い
を受け入れつつ、個人
情報一般とは異なる規
律を解釈・運用上導入
して独自性を維持

独立型

• 個人情報保護法制とは
独立のしくみとして、
その適用を排除

医療分野
ガイダンス？

次世代医療
基盤法？

30



ご清聴ありがとうございました。
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